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概要書 
 
 
 
はじめに 
 本稿は、日本とドイツにおける不動産公示制度の歴史を辿り、その上で、日本の登記法

とドイツの登記法の成立過程の特徴について検討し、続いて、不動産公示制度と不動産非

占有担保制度の理論的な関係を解明するために、ドイツにおける土地債務と登記の関係に

ついて考察を加え、最後に、ドイツにおける仮登記制度を中心として、不動産物権変動と

登記の関係について検討を加え、わが国における不動産物権変動論の再構成を試みること

を目的とするものである。 
日本における登記制度は、明治維新以降、地券制度、公証制度、旧登記法、不動産登記

法およびその大改正という過程を経て、今日に至っている。このうち、旧登記法と不動産

登記法の制定にあたっては様々な国々の立法例が参照されたが、その中でもとりわけドイ

ツ法の影響が大きいとされている。しかし、それにもかかわらず、ドイツにおける登記制

度そのものを扱った研究は意外と少ない。 
 さらに、不動産公示制度の歴史的変遷過程を検討してみると、不動産非占有担保制度の

発展との関係が重要であることが看取されるが、登記を物権変動の効力発生要件とし、さ

らに公信力を付与しているドイツ法特有の部分に関しては、被担保債権との付従性を有し

ない土地債務が抵当権以上に影響を与えたと思われる。この点は、わが国における登記の

効力を検討するにあたっても、重要であると考えられる。 
 そして、不動産物権変動論はわが国の民法学においてこれまで最も華々しく議論されて

きたテーマの一つであるが、そこでは民法 176 および 177 条の母法であるフランス法を比

較対象とした研究が数多く行われてきた一方で、ドイツにおける不動産物権変動論を対象

とした研究は、最近においてはそれほどなされてはいない。不動産物権変動に関する日本

法とドイツ法における重要な相違点の一つとして、物権行為と債権行為を明確に峻別して

いるか否かの違いを挙げることができ、このことが、両国の不動産物権変動システムを比

較するに際して大きな障害となっていることは事実である。しかしながら、ドイツ法にお

いても、債権的な請求権に物権的な効力を付与する制度が存在する。すなわち、仮登記制

度がそれである。仮登記制度は、物権行為と債権行為を基本的には明確に峻別している

BGB（民法典）において異質なものとして存在しているために、それをめぐる諸問題は、

ドイツにおける不動産物権変動論を研究する際にも、重要な視点を提示するものであると

考えられるのである。 
 
第一部 日本とドイツにおける不動産公示制度の歴史的変遷 
 日本においては、古代から土地は私的所有権の対象とされ、売買などを通じて土地所有

権の譲渡を行うことも認められていた。中世になると、証文による売買が一般化した。近
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世に入ると、中世における一般的な土地支配観念が公法的な租税徴収権能に転化し、豊臣

秀吉が行った全国検地により、土地の公法的支配と私法的支配の分離が一段と促進された。

江戸時代に入り、田畑の永代売買は禁止されることになったが、質流れなどの名目で所有

権の移転は行われていた。そこで幕府は、貢納徴収権を確保するために土地の現況と所有

者を公簿に記載する方式を講じた。さらに幕府は、名主加判の制という制度を作り上げた。

この制度は、名主が土地取引の真実性を確認した上で証書に奥書割印をなすというもので

あり、江戸時代の中期には一般的な制度となった。 
 明治維新を迎え、明治政府は、土地取引を自由化し、自由な売買による時価を基準とし

て地価を定め、これによって金納の地租制度を施行しようとした。そこで、田畑永代売買

禁止の解除がなされ、全国で一般に地券が発行されることになった（明治５（1872）年）。

地券は、府知事県令によって発行され、土地の所在や持主名などが記載された。地券の発

行以後は、土地取引は地券によることを強要された。したがって、地券による取引は、土

地所有権移転の効力発生要件であった。しかし、その後、地券事務が渋滞して土地取引に

不便をきたすようになり、地券による取引は、第三者対抗要件に改められることになった。 
 地券は担保権などの所有権以外の権利を表象することができなかったので、不動産担保

取引の要求は、早急な法制の樹立を迫った。そこで政府は、明治６（1873）年に「地所質

入書入規則」、明治８（1875）年に「建物書入質規則及ビ建物売買譲渡規則」、明治 13（1880）
年に「土地売買譲渡規則」を制定した。これらの制度は明治維新後の公証制度として設け

られた最初の制度であり、伝統的な名主加判の制から近代的な登記法に発展する過渡期の

立法の原型として、注目に値するものである。これらの制度によって、書入という非占有

担保も法的効力を認められることになった。 
 その後、明治政府は、公証制度の不備を補い、さらに、登記税の導入による国庫の収入

の増加を見込んで、登記法の制定に踏み切ることにした。明治 19（1886）年に公布され

たこの旧登記法は、現行不動産登記法の原型とも言うべきものである。しかし、当時はま

だ民法典が存在していなかったので、実体的な規定もかなり盛り込まれていた。旧登記法

は、登記機関を裁判所とし、登記簿の編成として物的編成主義を採用した。この点につい

ては明らかにドイツ法的であるということができる。一方、登記の効力に関しては対抗要

件主義を採用し、公信力を認めることもなかったので、実体法上はフランス法的な特徴以

外の面を見出すことはできない。このように旧登記法はその内部に矛盾を含むものではあ

ったが、明治維新後の過渡的な制度に代わって、近代的な制度を創設し、土地関係に秩序

を与えた点において、特筆すべき地位を占めるものであると言える。 
 この明治 19（1886）年旧登記法の制定によって、確かに日本の登記制度も近代的な形

式を備えることにはなったが、本来法律によって規定されるべき性質のものが、多数、省

令に委ねられており、多くの不備が存在したことは否定できない。さらに、手続きの煩雑

さや登記料の負担などに対する国民の不満が巻き起こり、登記法改正の議論が続出した。

そこで政府は、法典調査会において登記法の審議を行うことにした。審議は明治 29（1896）
年に始まり、明治 32（1899）年に新たな不動産登記法が公布されることになった。一用

紙一不動産主義の貫徹や、仮登記および予告登記の新設などは、旧登記法において指摘さ

れていた不備を是正するものとして、十分評価に値するものと言える。しかし、不動産登

記法は、旧登記法を多くの点で刷新したものとはいえ、その根本部分においては旧登記法
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を受け継いだものである。それゆえ、旧登記法に内在していた矛盾は、現行不動産登記法

の中にも同様に存在するのである。 
 不動産登記法はその制定後多くの改正を受けているが、とりわけ昭和 35（1960）年に、

制定以来最大規模の改正が行われた。いわゆる、台帳と登記簿の一元化である。この改正

は、旧登記法以来存在していた、私的な権利を保護するための不動産公示制度としての登

記簿と徴税のための記録資料としての台帳という二元的な制度を、台帳を登記簿に統合す

るという形式によって一元化しようとするものであり、それに伴う条文改正の量もそれま

での改正を凌ぐものであった。また、情報技術の発達に伴い、登記制度も例外なくその影

響を受けている。取引の活発化に伴って登記事件は年々増加しており、また、その内容に

おいても複雑化している。その中にあって、不動産登記制度の合理的な整備と発展のため

には、登記簿という帳簿と簿冊によるシステムの再検討が必要不可欠となった。平成 16
（2004）年に行われた不動産登記法の大改正の主眼も、まさにこの情報技術の著しい発展

への対応にあったと言えるのである。 
 以上が日本における不動産公示制度の発展の流れである。それぞれの制度は、明治維新

を境とした急激な近代化の流れの中で生み出されてきたものであるだけに、その過渡的な

性格を否定することはできない。また同時に、それぞれの制度の創設にあたって重要視さ

れたことが租税の徴収であったことも、見逃してはならない事実である。そして、現行の

不動産登記法は、日本において従来行われてきた制度に、ドイツ法的な制度を組み合わせ

る形で生み出されたものであると言える。 
 一方、ドイツでは、すでにゲルマン時代には、家屋や農場に対する個別的な所有権が認

められていたが、これらの個別的な権利は任意に処分することができなかったため、不動

産信用といったものは認識されていなかった。それゆえ、登記簿が整備されることは要求

されなかったのである。フランク時代になると、教会の関与の下で相続権を承認すること

によって、家屋や農場に対する最初の取引可能な所有権が広まっていった。そこで、取引

の安全を目的とする公示制度が要求されることになるのであるが、この時点では取引の規

模もそれほど大きくなかったために、権利移転の公示は、帳簿に記載されるということは

なく、同一村落内の住民を証人として招いた上で権利の移転を知らしめるという方式でな

された。 
 中世に入ると、ドイツの大部分の地域で行われるようになった土地取引の公示性を高め

るために、土地の譲渡に際して裁判所が関与するようになった。そして、裁判所の関与に

続いて、土地に関する行為についての書面が作成されるようになり、さらに、中世都市の

発達に伴い、ケルンにおいてシュライン制度と呼ばれるドイツ私法史上最初の登記制度が

実施されることになった（1135 年）。この制度は、当初、取引に関する証書を箱の中に保

管するという方式をとるものであったが、その後簿冊制度に移行し、その簿冊も、最終的

には設権的効力を獲得するに至った。12 世紀の終わり頃になると、同様の簿冊制度が各都

市で実施されるようになり、その後、1357 年にはダンツィヒにおいて物的編成主義を採用

した最初の簿冊が登場した。以上のような中世における不動産公示制度の発展は、現在の

登記簿への発展にとって、非常に大きな意義を有している。 
 しかし、中世以降ドイツの各都市において発展しつつあった登記制度は、ローマ法がド

イツ全体に継受されることによって、大きな影響を受けることになる。都市帳簿の制度か
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ら発展していった登記制度は、不動産と動産を区別することなく一律に引渡主義をとるロ

ーマ法の継受によって、その発展が妨げられることになったのである。 
 17 世紀に入り、ドイツは三十年戦争という大激変を被ることになる。ドイツの復興には

数十年の歳月を要した。重商主義のこの時代において、ローマ法の欠点は非常に認識しや

すいものであった。それゆえに、経済的な必要性がローマ法の思想に対する反動をもたら

し、登記簿制度、少なくとも抵当権簿制度に対する要求が高まることになる。そこで 18
世紀以降、ドイツの各ラントにおいて簿冊制度が再び考慮されるようになった。相続簿制

度、騰記制度および抵当権簿制度などが各ラントにおいて実施されたが、特に重要なのは、

抵当権簿制度である。この制度は、特にプロイセンで発展した。1722 年にプロイセンにお

いて初めて抵当権簿が設置され、その後 1783 年の抵当権法によって、物的編成主義の抵

当権簿が実施され、1794 年には登記に公信力が付与された。1872 年には所有権取得法と

登記法が制定され、プロイセンでは土地に関するあらゆる権利関係が一つの統一的な登記

簿に記載されることになった。このプロイセンの制度を模範として、その後のドイツ土地

登記法が制定されることになるのである。 
 その後ドイツ帝国の成立に伴い、1882 年に統一的な土地登記法の立法作業が始まった。

土地登記法制定の目的は、各地方において多岐にわたっていた諸制度の統一であった。草

案段階においては重要事項を規定した帝国法として有用な法典であったが、立法過程にお

いて、ラント法の存続および適用を留保することの必要性が強く主張された。結果として、

土地登記庁の組織と帳簿の内部様式などは全てラント法に委ねられた。このように、土地

登記法制定の目的であった各ラント間の法制度の統一は、完全には実現しなかった。しか

し、歴史的に存在してきた根本問題を明確に組織的に把握したことには、大きな意義が認

められる。それゆえに、ドイツ帝国における土地登記法は、それまでに各ラントで制度化

されてきた登記制度と比較して、異なる意義を有すると言える。 
 1897 年に制定された GBO（土地登記法）は、登記を実施する方法をかなり大まかに規

制するものであり、その詳細は各ラントに委ねられていた。そしてそのラントごとの規定

はかなり異なるものであった。そこで 1935 年に、GBO を改正する法律が制定された。そ

の際に選択の対象となったものとして、プロイセンのシステムとバイエルンのシステムが

あったが、最終的にはプロイセン式のシステムが採用されることに決定され、そのシステ

ムのさらなる拡大が図られることになった。1935 年になされた GBO の改正以降も、GBO
を変更したり補充したりするための数多くの法律や命令が施行されている。特に登記簿の

コンピュータ化はドイツにおいても大きな課題とされ、それに関する様々な法律がこれま

で制定されてきている。 
 以上のようなドイツにおける不動産公示制度の発展過程を見てみると、比較的早い段階

で取引の範囲が拡大され、それに伴って不動産公示制度の発展も促進されていったことが

わかる。中世においては各都市、近代以降にあっては各ラントの独立性がそれぞれ強かっ

たことも特徴の一つと言える。このことはドイツ全体としての統一の遅れを招いた。それ

ゆえに、本来統一的な適用を必要とする登記制度の統一も遅れることになったのである。 
 
第二部 ドイツにおける土地債務（Grundschuld）と登記の関係 
 ドイツにおける私法の制定過程を検討するにあたって避けることのできない事象として
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ローマ法の継受が挙げられるが、土地債務制度はローマ法に起源を有するものではなく、

ドイツ法に固有のものであった。土地債務の原初的形態である定期金売買は、中世北ドイ

ツの都市にその萌芽が見られる。それは、人的債権とは無関係な土地に対する物的な負担

とみなされ、当時禁止されていた利息を定期金という名目で獲得するという目的をも担っ

ていた。 
 土地債務の発展過程を考察する上で重要な地域は、ハンザ諸都市、メックレンブルクお

よびプロイセンの各地域である。まず、商業取引が盛んに行われていたハンザ諸都市にお

いて定期金市場が形成され、商人達の間で重要な財産として認められたのが定期金売買に

おける土地の価値であった。そして、定期金取引の効力が簿冊制度と結び付けられるなど、

制度上の整備が次第になされるようになり、定期金売買は必要不可欠な制度として確固た

る地位を築くことになった。そのような制度がメックレンブルクやプロイセンに伝播し、

いくつかの重要な立法を経て、現代における土地債務制度として確立されていくことにな

る。 
 土地債務制度はドイツ法に固有の制度であり、その発展過程を検討してみても、他の国

には見られない特殊な社会的背景を前提として形成されているため、他の非占有担保制度

との直接的な比較は困難である。しかしながら、現代のドイツにおいて、土地債務は一般

的に広く利用されるに至っている。BGB の規定を見ても明らかなように、代表的な非占有

担保権として規定されているのは抵当権であり、立法者もそのように考えていたと思われ

るが、現代では、土地債務は立法当時の趣旨とは異なる理由で広く利用されているのであ

る。 
一方で、登記制度は、歴史的な観点から考察すると、主として非占有担保権の発展とと

もに創設され、生成されてきたものであると言える。ドイツにおいてもそのことは例外で

はなく、中世以来、抵当権や土地債務とともに登記制度は発達してきた。その過程におい

て、登記に関する法制度も次第に整備がなされ、要件および効果の内容が定められ、様々

な諸原則が確立されていった。とりわけ、ドイツにおける登記制度の特徴としては、その

実体法上の効果が第一に挙げられる。登記が物権変動の効力発生要件である点（BGB 873
条）、および、登記に公信力が認められている点（BGB 892 条）は、日本法だけではなく、

日本の物権変動に関する法制度の母法であるフランスの法制度とも異なるドイツ法の特徴

として、広く知られているところである。また、第二に、その手続法としての登記法の特

徴も見逃してはならない。ドイツにおいては、物的編成主義が比較的早い時期に確立され、

登記を運営する機関や登記簿の管理方法などが整備されることによって、公示方法として

の登記制度の充実が図られてきた。このように、他国と比較して相対的に早い段階におい

て登記制度が一つの法制度として確立されたため、日本は登記制度を導入するにあたって、

主としてドイツの土地登記法を模範として参照したのである。 
 土地債務は人的な債権関係に依存することがない不動産担保権であり、ドイツ法に特有

な制度である。定期金売買を原初的な形態として発展してきた土地債務制度は、BGB の制

定にあたってライヒ法に正式に導入されて今日に至っているが、最も利用価値が高い不動

産担保権として抵当権が見込まれていた BGB 制定当時の状況とは大きく異なり、現在の

ドイツにおいては、抵当権ではなく土地債務が主要な不動産担保権として機能している。

土地債務の非付従性とともに、それに基づく法的構成の柔軟性が担保権者にとっても担保
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権設定者にとっても利点として認識されていることが、土地債務が次第に実務において利

用されるに至った原因であると言える。 
 このように、とりわけ、登記制度には非占有担保制度と密接な関係を有しつつ発展して

きたという歴史的な特徴があり、ドイツにおいては抵当権および土地債務とともに発展し

てきた。それでは、BGB も GBO も抵当権に関する規定と比較して土地債務に関する規定

は大変少ないが、その一事をもって、登記と土地債務の関係も登記と抵当権の関係と同一

もしくは同種のものであると即断してよいのであろうか。それとも、抵当権と土地債務が

登記制度の発展に与えた影響の内容に、それぞれで相違はあるのだろうか。抵当権のよう

に被担保債権との付従性を有する非占有担保権は、ドイツに限らず他の国の法制度におい

ても基本的には存在する。不動産を担保に金銭を借り入れるという需要が存在する限り、

抵当制度の存在は揺るがないものと言える。しかしながら、抵当権が存在するならば、人

的債権との付従性を有しない土地債務制度は必要不可欠なものとは言えない。それゆえ、

日本においてもフランスにおいても、土地債務制度は存在しないのである。土地債務制度

が BGB に導入されたドイツにおいても、当初それは抵当権ほどにはその重要性を認識さ

れてはいなかった。事実、土地債務は北ドイツの各ラントにおいて生成し、発展してきた

制度であったため、ドイツにおいても全国的に利用されていたものではなかったのである。

しかしながら、統一的な民法典である BGB の制定にあたって、もし土地債務が導入され

ないとすれば、すでに土地債務制度が市民社会に根付いていた北ドイツにおける経済取引

に悪影響を及ぼすものと考えられたため、土地債務は抵当権とともに BGB において採用

されたのである。 
さらに、とりわけ近代以降において、土地債務はいわゆる投資抵当権の最たるものとし

て機能した。非占有担保権が譲渡され、その流通が促進されるようになるためには、その

権利の存在が一般に認識可能なものにされ、さらには、実体法上、当該権利が存在しなか

ったとしても、あたかもその権利が存在するかのように公示がなされており、その公示内

容を閲覧者が信頼してもやむを得ないような事情がある場合には、その者を保護するべき

であるという法的な要請が生じるようになる。つまり、登記に公信力を認めるべきである

という主張に傾きやすくなるのである。このように、土地債務の歴史的な発展過程は登記

制度の創設そのものに決定的な影響を与えたとは評価し難いが、抵当権の発展過程以上に、

登記制度の内容形成に寄与した部分が多く見られる。 
 前述したように、わが国における不動産登記法はドイツの土地登記法を模範として制定

されたものであるが、それは手続法上の面に関してのみ言えることであり、実体法上の登

記の効果はそれぞれにおいて大きく異なっている。それでは、一体なぜこのような効力の

相違に至ったのであろうか。また、登記の効力に関する各国の相違点は、そのまま登記制

度の発展度合の相違につながるのであろうか。これらの疑問に対して有力な解答を与える

ためには、資本主義の発達により抵当制度は保全抵当から投資抵当へと推移すると考える

いわゆる近代的抵当権論と、それに対する批判を検討することが必要不可欠であろう。 
 近代的抵当権論をめぐる論争から得られた成果に基づいて、登記制度と非占有担保制度

の理論的な関係を分析してみると、土地債務の発展が登記制度の発展に与えた影響の特徴

を見出すことができると思われる。ドイツに特有の土地債務は、被担保債権との付従性を

有しないというその特徴から、最も流通に適した不動産担保権であると位置付けることが
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でき、近代的抵当権論の主張者によれば、最もよく近代的抵当権に適合するものであると

評価される。このような付従性を有しない非占有担保権である土地債務が、非占有担保制

度において一般的に最も発展した形態であると捉えるか否かにかかわらず、それが定期金

売買に端を発し、流通促進のために発展させられ、BGB にも導入されたことは事実である。

その最も流通に適した土地債務制度の生成および発展が、被担保債権との付従性を有して

いる抵当権以上に、登記制度の発展に影響を与え、とりわけその実体法上の効果に大きな

影響を与えたのではないかと思われるのである。 
しかしながら、BGB にも受け継がれた土地債務制度は、今日では転々流通を主たる目的

として利用されているわけではない。それどころか、ドイツにおいても、非占有担保権の

流通性に関しては、それほど強い関心は払われてはいないようである。それでは、ドイツ

においても日本と同様に抵当権のみが一般に利用され、土地債務制度はほとんど利用され

ていないかと言えば、状況は全く異なる。今や、純粋に信用担保手段として、土地債務は

抵当権以上に経済界では圧倒的に利用されているのである。このような事実を踏まえた上

で、わが国における今後の非占有担保制度の発展について検討を重ねていくことは、大変

重要な課題であろうと思われる。 
 また、不動産担保制度そのものに焦点を絞ってみると、ドイツにおける土地債務制度が、

今日では流通性を促進させるためではなく、主として被担保債権の存在を前提とした保全

土地債務として機能していることに着目して、法律上、被担保債権との関係が切断されて

いる不動産非占有担保権の創設の可能性を吟味してみることも、否定されてはならないの

ではないだろうか。不動産価格が安定傾向にある現在において、より良く不動産の担保価

値を有効活用することができるようにするためにも、被担保債権の影響を受けない不動産

非占有担保権には魅力があると思われる。 
 
第三部 ドイツにおける仮登記（Vormerkung）と不動産物権変動論 
 民法典制定当初から華々しく議論されてきた不動産物権変動論がわが国の民法解釈論に

おいて最も重要視されてきた論点であることについては、疑問の余地はないと思われる。

しかし、活発な議論が交わされてきたのは主として学説においてであって、判例の見解は

民法典制定当初に確立されたものから基本的に変化していない。すなわち、判例の採用す

る、物権行為の独自性を否定した上での所有権移転に関する契約時移転説、民法 177 条に

おける物権変動の範囲に関する無制限説と第三者の範囲に関する制限説、さらには、対抗

問題の法的構成に対する無関心と評価してもよいほどの態度などは、いずれも民法典制定

後、初期の段階において確立されたものであって、背信的悪意者排除論の確立も、民法 177
条における第三者に関する制限説に立脚した上での問題であると捉えれば、判例の原則論

を修正するものではなく、むしろ、具体的な事例を通じた生成過程の同一線上にあるもの

であると評価することができる。 
 その一方で、学説においては初期の段階から現在に至るまで、不動産物権変動論として

論じられる各論点に関する論者の見解は一致することがなく、それどころか、ますます混

迷の度合いを深めていると言ってもよい状況にある。とりわけ、対抗問題の法的構成に関

しては、最近の学説においても新たな視点が提示されるなど、これまでの研究とは異なる

アプローチが試みられており、事態は一層複雑化していると評価せざるを得ない。また、
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学説における熾烈な議論の展開は、そのまま判例の見解からの学説の乖離をも助長してお

り、両者の見解の一致を見ることは困難な状況にある。 
そして、不動産物権変動をめぐる議論をより実りあるものにしていると同時に、その議

論の混迷の度合いを深めている原因ともなっている最近の有力な見解については、それが

対象とする比較研究ごとに紹介することも可能であるが、そのような視点からだけではな

く、不動産物権変動においてその見解が何を重要視しているかという視点からも特徴付け

ることが可能であろう。最近の見解において特徴的なことは、比較法的な視座に立ちつつ

も、不動産物権変動において重要な要素として取り上げられるそれぞれの法的概念に着目

した上で議論を展開している点にあると言える。そして、純粋に理論的な法的構成の重要

性だけではなく、具体的な結論の妥当性を導き出す手法として不法行為や公序良俗の概念

を活用するなど、従来の議論が必ずしも具体的な帰結に寄与するとは言えなかった点を克

服しようとする努力は、より一層顕著に行われていると評価することができる。 
 次に、仮登記制度は、相当程度発展した登記制度の存在を前提とするものであるから、

必然的に、そのような登記制度が存在していなかったローマ法にその起源を見出すことは

できない。仮登記制度の起源はドイツの各ラント法にあり、とりわけ、プロイセン法上の

仮登記制度が今日の BGB における仮登記制度との関係で重要である。プロイセン法にお

いて採用されていた仮登記制度の目的および効果は、今日における仮登記制度にも相通ず

るものであり、特に、登記制度の発展に応じて、抵当権だけではなく所有権に関する仮登

記も認められるに至ったことは、他のラント法と比較して顕著な特徴であった。しかしな

がら、仮登記制度は異論なく BGB に採用されたわけではない。まず、BGB の創設に際し

て行われた第一委員会の議論においては、仮登記制度の採用は明確に否定された。その理

由として、とりわけ、BGB の体系との矛盾が指摘された。しかし、公表された第一草案に

対する各界からの批判を受けて、第二読会においては一転して、実際的な観点から仮登記

制度の BGB への採用を認める主張が主流となり、結果として仮登記制度は BGB に採用さ

れるに至った。 
 ただし、仮登記の法的性質に関しては、BGB にそれに関する根拠規定が存在しないとい

う理由だけではなく、債権的請求権を保全する仮登記の効果が物権的な特徴を有している

ことから、今日においても様々な見解が主張されている。今日における通説は、仮登記制

度をあえて BGB の体系に準じて位置付けることを放棄し、債権的請求権を保全するため

の特殊な制度として把握した上で、その効果が一面において物権的な特徴を有するにすぎ

ないものとして理解している。しかしながら、いずれの見解もそれぞれにおいて難点を抱

えており、説得的であるとは評価し難い状況にある。そこで、検討に値すると思われる見

解は、物権か債権かという対立軸を念頭におくのではなく、絶対権と相対権という観点か

ら仮登記制度を分析するものである。すなわち、仮登記が債権的請求権を保全するもので

あると同時に、絶対的な効果を有するものであることを正面から認めた上で、仮登記が物

権なのか債権なのかという問題を回避するのである。そして、仮登記が有する絶対的な効

果は、対象となる土地それ自体ではなく、物権変動を求める債権的請求権に付与されるの

であるから、仮登記を物権として位置付けることは否定されるべきことになる。 
 さらに、ドイツ法における仮登記制度の特徴として、その主要な根拠規定が登記手続法

である GBO だけではなく実体法である BGB にも存在し、かつ、BGB 883 条が仮登記制
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度を規定している条文として最も重要視されているという点を挙げることができる。この

ことは、民法典に仮登記制度の規定が存在しない日本法と対比してみると明らかであろう。

ドイツ法において、仮登記制度が実体法上明確な位置付けを与えられているという事実は、

登記手続法上の問題だけではなく、まさに実体法上の問題として仮登記をめぐる議論が存

在し、さらには、BGB の体系との関連で、場合によってはそれとの衝突をも含んだ問題性

を仮登記制度が孕んでいる、ということを示唆していると言えるだろう。BGB の編纂過程

においても、仮登記制度の導入に関しては議論が錯綜し、賛否両論が戦わされたのであっ

て、債権的請求権を保全するために何らかの制度が必要であるということは共通認識であ

ったが、仮登記がそれにふさわしいかどうかという点については、とりわけ BGB の体系

との整合性の観点から異論が出されたのであった。それにもかかわらず、債権的請求権を

保全するための仮登記が BGB に導入されたのは、各ラントにおいてすでに仮登記制度が

根付いていたことや、実務における有用性など、実際上の理由に拠るところが大きい。そ

の反面において、とりわけ第一委員会において際立って議論されていた BGB の体系との

整合性の問題は、解消されないまま今日に至っていると評価することが可能である。その

ことが、仮登記の BGB における位置付けを曖昧なものにしている最も重要な理由の一つ

となっている。 
 形式主義および効力要件主義が採用されているドイツ法においては、登記がなされない

限りはそもそも物権変動の効果が発生しない（BGB 873 条）。そのため、債権的請求権を

有するにすぎない者が物権を取得するまでの時間的間隔は相対的に広がることになり、結

果として、そのような債権者を保護する必要性が高まることになる。そこで、債権的請求

権を仮登記することによって、その債権に排他性および絶対性が付与され、債権者の保護

が図られることになる。このような仮登記制度は実際上の観点からすれば極めて有益な手

段であり、その必要性自体を疑問視する見解は見られないのであるが、理論的な観点から

すれば、とりわけ BGB が採用している物権債権峻別論を前提とした体系に鑑みると、仮

登記制度の位置付けは極めて困難な作業となる。しかしながら、この場合に仮登記制度の

法的性質をどのように決定するとしても、ドイツ法において採用されている登記主義を一

定程度修正する方向に仮登記が寄与することは、否定し難いと思われる。つまり、本登記

を備えなくても権利者に絶対的な保護が付与されることが認められるという意味において、

登記主義の修正が図られていると評価し得るのである。 
 それに対して、日本法においては意思主義および対抗要件主義が採用されているのであ

るから、意思表示のみによって物権変動の効果が発生することを妨げることはできない。

したがって、登記なき物権も存在し得るのであり、それを仮登記することによって、その

物権に排他性および絶対性が付与されることに対しては、特に困難な理論的問題は発生し

ないと言える。しかしながら、翻って考えてみると、仮登記制度を用いて権利の公示を行

うことによってその権利に対して排他性および絶対性を付与するということは、それだけ

登記なき物権、すなわち対抗力を有しない物権の存在の脆弱性が認識されているとともに、

それを補うための制度として不動産公示制度が利用されているということの証左でもある。

少なくとも、できる限り登記によって権利が公示されるべきであるという方向性自体は、

肯定されて然るべきであろう。このように、わが国における不動産物権変動システムを登

記主義的に把握するための一助となり得るものとして、仮登記制度を位置付けることが可
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能であると思われる。 
 不動産物権変動システムとしては、大別して、ドイツ法において採用されている形式主

義および効力要件主義と、わが国においても採用されているフランス法的な意思主義およ

び対抗要件主義の二つの方式を挙げることができるが、どちらのシステムにおいても、登

記制度が重要な位置を占めていることは疑いのないところである。つまり、本登記がなさ

れるまでは、効力要件主義を採用するとしても、または、対抗要件主義を採用するとして

も、第三者が完全な物権取得者となり得ることが原則として許容されないのである。そこ

で問題となるのが、本登記を備えていない債権者または物権取得者の保護の必要性である。

本登記を備えるための手続上の要件の存在に鑑みると、取引開始から本登記を経由するま

での時間的間隔を考慮しないわけにはいかない。したがって、その間に第三者が現れ、先

に本登記を備えることによって、第一譲受人の完全な物権の取得が妨げられる可能性を否

定することはできないのである。この問題は、形式主義および効力要件主義を採用するか、

それとも、意思主義および対抗要件主義を採用するかにかかわらず存在し得る。この場合

に第一譲受人を保護する制度としては、例えば、いわゆる jus ad rem のように、一定の要

件下で特定物債権者を保護する制度を挙げることもできるが、今日におけるドイツ法およ

び日本法においては、確立された不動産公示制度の存在を前提とした仮登記制度が採用さ

れるに至った。 
 このような事実は、不動産物権変動の過程における公示制度の重要性を明らかにしてい

ると言える。つまり、不動産公示制度が確立されているのであれば、できる限り登記によ

って権利の存在が公示されるべきなのであって、それによって取引の安定がもたらされる

べきなのである。仮登記制度の存在は、形式主義および効力要件主義を採用する場合には、

本登記を備えていない債権的請求権者に保護を与えるという点において、そして、意思主

義および対抗要件主義を採用する場合には、依然として完全な物権を取得していない権利

者に対して仮登記という公示制度を利用して保護を与えるという点において、それぞれの

システムにおける原則の修正を図るものであると言える。このことから、不動産物権変動

における諸問題をできる限り登記によって画一的に処理することの妥当性が導かれ得るの

である。 
 
おわりに 
不動産公示制度の発展に関して欠かせない要素は、取引の発展、とりわけ担保制度の発

展である。日本においてもドイツにおいても、抵当権などの非占有担保制度の発展に伴っ

て、不動産公示制度が発展してきたことは疑いがない。また、登記制度は、取引安全を保

護するという目的と同時に、租税徴収の対象となる不動産の特定を担うという役割も有し

ている。この点も両国に共通することであるが、とりわけ日本においては、国の近代化に

伴って、金納による租税制度を整備する必要性から、当初、国家の主導により不動産公示

制度が発展させられてきたという点に特徴がある。日本法がドイツ法から継受したと評価

できる部分を整理するならば、主に登記の技術的な面、例えば、物的編成主義に基づく登

記簿の編成方法や、証書ではなく物権変動を登記することなどを挙げることができる。一

方、継受されなかった部分としては、主として登記の効力などの実体法的な面を挙げるこ

とができる。そして、日本とドイツ両国における登記法制定後の不動産公示制度の発展過
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程には、類似している部分が多々ある。この事実は、両国ともに、不動産をめぐる権利関

係が私法上の関係はもちろんのこととして、それに加えて公法上の関係が増えるにつれて、

登記簿を閲覧しただけでは不動産の現況と権利関係を正しく全体にわたって把握したこと

にはならないという状況が生じ、それに対する市民の側からの不動産に関する情報の効率

的な把握を要求する声が高まったことと、情報技術の著しい発展が重なったことにあると

思われる。 
ドイツにおける土地債務制度は、中世の都市において、当初は定期金売買という形態で

見出された。その後、とりわけ北ドイツの各都市において、法制度として整備されながら、

プロイセンなどの有力な地方に受け継がれていった。そして、プロイセンにおける所有権

取得法において、不動産非占有担保権として抵当権とともに土地債務に関する規定も置か

れることになり、その制度が BGB に受け継がれることになった。当初は担保権の流通性

を高めるために、プロイセンに特殊な経済事情を背景として発展してきた土地債務制度で

はあったが、現代のドイツでは、被担保債権との付従性を有しないというその特色が流通

性の促進のためではなく、担保権の設定を柔軟に行うことができるという点で債権者およ

び債務者双方にとって便宜であるために、抵当権以上に利用されている。また、土地債務

は抵当権と同様に不動産非占有担保権ではあるが、被担保債権との付従性を有しないとい

う特徴を有するがゆえに、各国において普遍的に創設され得る制度ではない。そして、非

占有担保権の発展から強い影響を受けつつ構築されてきた登記制度も、抵当権の存在さえ

認められれば、比較的整備された様相を呈することになる。しかしながら、土地債務は、

いわゆる投資抵当権として最もその特徴を備えている制度であり、ドイツにおける登記の

実体法上の効果が確立されるにあたって抵当権以上に大きな影響力を有していたと考えら

れる。 
ドイツ法上の仮登記は、物権債権峻別論に基づく不動産物権変動システムの問題点を修

正する機能を有していると評価することが可能である。日本法においてもドイツ法におけ

るのと同様に、本登記を備えていない権利者を保護する必要性が生じてくるが、ここでも、

そのために採用された制度は仮登記制度であった。つまり、不動産公示制度を利用した手

段が用意されたのである。このことは、わが国においても観念的な権利をできる限り公示

するべきであるとする思想が根付いている証左であると言える。したがって、わが国の不

動産物権変動論を検討するに際しても登記主義的な把握を試みることの可能性が開かれて

いると評価することができるのである。そして、このような登記主義的な見地からわが国

の不動産物権変動論を考察してみると、まず、物権行為の独自性を肯定した上で、物権変

動の効力発生時は原則として登記時と解し、次に、登記がなければ対抗することができな

い物権変動の範囲については、できる限り登記によって不動産物権変動を規律する方向性

が望ましいとする観点から、原則としての無制限説が志向される。それに対して、登記が

なければ対抗することができない第三者の範囲については、第二譲受人が第一譲受人に対

して害意を有している場合などが存在することに鑑みると、登記主義的な観点を越えた問

題状況が存在する場合には、制限説と同様の結論が是認されるべきであると考えられる。

最後に、対抗問題の法的構成に関しては、単に二重契約が存在しているにすぎない場合と

意思表示のみによる物権変動が発生している場合とに区分し、前者の場合においては、そ

もそも物権の移転が生じていないと解し、後者の場合においては、登記の先後によって物
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権の帰属が最終的に確定するが、第一譲受人の物権取得自体はひとまず確定的なものとし、

その後、先に第二譲受人が登記を備えた場合には、第二譲受人が確定的に当該物権を取得

する一方で第一譲受人が反射的に当該物権を失うこととする解釈が優れていると思われる。
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動産登記制度の歴史と展望［不動産登記法公布 100 周年記念］』（有斐閣、昭 61）99
頁以下 

・ 新谷正夫「登記制度の変遷」登研 100・19（昭 31） 
・ 末川博「特定物の売買における所有権移転の時期」民商２・４・549（昭 10） 
・ 同『物権法』（日本評論社、昭 12） 
・ 末弘厳太郎『物権法・上巻』（有斐閣、大 10） 
・ 杉之原舜一「登記簿と台帳の一元化について」民商 43・１・３（昭 35） 
・ 同『不動産登記法（新版第二版）』（一粒社、1972 年） 
・ 鈴木禄弥「ドイツおよびスイス」法時 24・３・21（昭 27） 
・ 同「ドイツ抵当権法と資本主義の発達」法時 28・11・12（昭 31） 
・ 同『抵当制度の研究』（一粒社、昭 43） 
・ 同『物権法の研究』（創文社、1976） 
・ 同『物権法講義・四訂版』（創文社、1994） 
・ 同『物権変動と対抗問題』（創文社、1997） 
・ 大日本帝国議会誌刊行会『大日本帝国議会誌・第４巻』（大日本帝国議会誌刊行会、1927） 
・ 高島平蔵「フランスおよびドイツにおける近代的不動産公示制度の展開」高島平蔵『近

代的物権制度の展開と構成』（成文堂、昭 44）151 頁以下 
・ 同「ドイツ抵当法の発達について ―「従属性から独立性へ」の図式を中心として―」

早比７・２・121（1972） 
・ 同「取引安全観念の機能について」早法 49・１・３（1973） 
・ 鷹巣信孝『物権変動論の法理的検討』（九州大学出版会、1994） 
・ 高橋良彰「ボアソナードの不動産公示制度 ―「証書の登記」の概念とその史的検討の

ために（一・二）」都法 29・１・449、29・２・273（1988） 
・ 同「ボアソナードの二重譲渡論について ―「倫理」・「自然法」・「実定法」をめぐる覚

書―」都法 30・１・635（1989） 
・ 滝沢聿代「仮登記の効力 ―フランス法からの考察― （一・二・完）」成城３・27、４・

37（1979） 
・ 同「物権変動の時期」星野英一編集代表『民法講座・第２巻・物権（１）』（有斐閣、

昭 59）31 頁以下 
・ 同『物権変動の理論』（有斐閣、昭 62） 
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・ 同「物権変動論のその後の展開（一・二・完）」成城 50・１、52・175（1995～1996） 
・ 田口勉「明治後期および大正期における物権変動論 ―公信の原則の位置づけ、影響を

中心に―」関東学園 10・１・125（2000） 
・ 田島順『物権法』（弘文堂、昭 13） 
・ 多田利隆「民法一七七条の「対抗」問題における形式的整合性と実質的整合性（一～

三・完） ―消極的公示主義構成の試み―」民商 102・１・22、102・２・28、102・
４・21（1990） 

・ 同「公示方法に対する消極的信頼保護法理の分析 ―民法一七七条の対抗問題とドイツ

法における消極的公示主義規定―」北九州 18・１・111（1990） 
・ 田中克志「プロイセンにおける投資抵当権成立史」民商 75・３・71（昭 51） 
・ 同『抵当権効力論』（信山社、2002） 
・ 田山輝明『西ドイツ農地整備法制の研究』（成文堂、1988） 
・ 同「補論・ドイツの土地登記制度」田山輝明『ドイツの土地住宅法制』（成文堂、平３）

293 頁以下 
・ 同訳「ドイツ土地登記法」民月 53・10・60（平 10） 
・ 同『物権法［第二版］』（弘文堂、平 16） 
・ 月岡利男「不動産物権変動と対抗問題」沖大論叢 13・１・51（昭 48） 
・ 同「ドイツ民法成立期における登記主義と公信主義」松山商大論集 29・４・153（昭

53） 
・ 同「不動産物権変動理論史 ―第三者論を中心に―」関法 46・２・１（平８） 
・ 椿久美子「ドイツ法における土地債務と抵当権の関係 ―担保約定および抗弁権の視点

からみた土地債務の変容―」麗澤大学紀要 56・27（1993） 
・ 円谷峻『比較財産法講義』（学陽書房、1992） 
・ 寺田逸郎「不動産登記 ―その制度と運用―」鎌田薫・寺田逸郎・小池信行編『新・不

動産登記講座・第１巻・総論Ⅰ』（日本評論社、1998）１頁以下 
・ 富井政章「我国法に於ける物権的意思表示」法協 24・１・20（明 39） 
・ 同『民法原論・第二巻・物権上〔訂正五版〕』（有斐閣、大３） 
・ 中川善之助「相続と登記」志林 30・２・18（昭３） 
・ 中島玉吉『民法釈義・巻之二・物権篇上』（金刺芳流堂、大３） 
・ 中田薫『法制史論集・第２巻』（岩波書店、1938） 
・ 中原久方「不動産登記制度の現状と展望 ―情報化社会に対応し得る公示機能―」日本

司法書士会連合会編『不動産登記制度の歴史と展望［不動産登記法公布 100 周年記念］』

（有斐閣、昭 61）241 頁以下 
・ 中村巽「登記事務のコンピュータ化」時の法令 1342・５（1988） 
・ 中村宗雄「訴訟法学の立場からみた実体法学の学問的方法とその構造とに対する疑義」

早法 26・４・45（昭 26） 
・ 中山知己「ドイツ土地債務の担保的機能（一～三・完） ―抵当権の流通性に関連して

―」立命館法学 185・40、186・52、191・32（1986～1987） 
・ 同「ドイツ信託法理の一断面 ―保全土地債務法における信託的構成の展開―」山口経

済学雑誌 38・３＝４・473（平元） 
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・ 同「ドイツ土地債務の担保的機能について ―近代的抵当権論の一考察―」私法 53・
247（1991） 

・ 同「ドイツ土地債務の被担保債権範囲論序説 ―根抵当権との比較を考慮して―」山

口経済学雑誌 45・５・215（平９） 
・ 同「補論・ドイツ土地債務の被担保債権範囲論 ―各種の担保」山口経済学雑誌 46・

３・157（平 10） 
・ 西岡實太「不動産法制の不備缺陥に就て」法時６・１・26（昭９） 
・ ヌスバウム著・宮崎一雄訳『独逸抵当制度論』（清水書店、1932） 
・ 野田龍一「サヴィニーとプロイセン一般ラント法 ―一八二四年講義ノートの研究（一）

―」法政 48・３＝４・105（昭 57） 
・ 野村稔「不動産登記制度におけるイギリス法と日本法 ―共同研究・｢わが国の近代化

におよぼした外国法の影響｣のまとめとして―」早稲田法学会誌 21・109（1970） 
・ 鳩山秀夫『物権法』（東京大学講義録、大７） 
・ 同『債権法における信義誠実の原則』（有斐閣、1955） 
・ 浜上則雄「フランス法における不動産の二重譲渡の際の第三者の悪意」阪法 51・１

（1964） 
・ 林毅「ケルンのシュライン帳簿 ―ドイツ私法史上最初の不動産登記制度」専法１・79

（1966） 
・ 同「中世都市ケルンにおける不動産登記の効力 ―シュライン制度の研究序説―」服藤

弘司・小山貞夫『法と権力の史的考察』（創文社、昭 52）109 頁以下 
・ 原島重義「「無因性」確立の意義について ―「無因性」概念の研究 その二―」法政

24・１・71（昭 32） 
・ 同「不特定物の売買における目的物の所有権移転時期」法政 28・３・275（1962） 
・ 同「債権契約と物権契約」契約法大系刊行委員会編『契約法大系Ⅱ（贈与・売買）』（有

斐閣、昭 37）102 頁以下 
・ 同「登記の対抗力に関する判例研究序説」法政 30・３・17（昭 38） 
・ 同「不動産登記に公信力を賦与すべきか」ジュリ 300・132（1964） 
・ 同「「対抗問題」の位置づけ ―「第三者の範囲」と「変動原因の範囲」との関連の側

面から―」法政 33・３＝４＝５＝６・43（昭 42） 
・ 半田正夫「不動産の二重譲渡への一つのアプローチ」北法 16・４・38（昭 41） 
・ 同『不動産取引法の研究』（勁草書房、1980） 
・ 同「不動産登記と公信力」星野英一編集代表『民法講座・第２巻・物権（１）』（有斐

閣、昭 59）197 頁以下 
・ 半田吉信「背信的悪意者排除論の再検討」ジュリ 813・81（昭 59） 
・ 広瀬稔「無因性理論についての一考察 ―ドイツ普通法学における所有権譲渡理論を中

心として―」論叢 77・２・44（1965） 
・ 広中俊雄『物権法〔第二版増補〕』（青林書院、昭 62） 
・ 福島正夫「不動産登記法の実際問題」法時６・１・29（昭９） 
・ 同編『穂積陳重立法関係文書の研究』（信山社、1989） 
・ 同「旧登記法の制定とその意義」同『福島正夫著作集・第四巻・民法（土地・登記）』
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（勁草書房、1993）329 頁以下 
・ 同「日本における不動産登記制度の歴史」同『福島正夫著作集・第四巻・民法（土地・

登記）』（勁草書房、1993）406 頁以下 
・ 同「わが国における登記制度の変遷」同『福島正夫著作集・第四巻・民法（土地・登

記）』（勁草書房、1993）428 頁以下 
・ 福島正夫・清水誠「日本資本主義と抵当制度の発展」福島正夫『福島正夫著作集・第

四巻・民法（土地・登記）』（勁草書房、1993）164 頁以下 
・ 藤本秀磨「独逸法系不動産登記簿の公信力に就いて（一～三）」法協 53・４・705、53・

５・922、53・６・1138（昭 10） 
・ 藤原明久「質地小作の法的構造と地主制」神戸 22・３・４・１（1973） 
・ 同「明治初期における土地担保法の形成 ―明治六年「地所質入書入規則」を中心とし

て―」神戸 24・３・203（1974） 
・ 藤原勇喜「登記事務のコンピュータ化の現状と将来の展望」法律のひろば 44・10・11

（1991） 
・ 不動産登記法制研究会編『不動産登記法制変遷史』（金融財政事情研究会、昭 60） 
・ 舟橋諄一「登記の欠缺を主張し得べき「第三者」について」『加藤正治先生還暦祝賀論

文集』（有斐閣、昭７）639 頁以下 
・ 同「不動産登記の現行判例法 ―民法第百七十七条を中心として―」法時６・１・３（昭

９） 
・ 同『不動産登記法』（日本評論社、1937） 
・ 同「不動産登記制度の研究について」法時 24・３・３以下（昭 27） 
・ 同『物権法』（有斐閣、昭 35） 
・ 舟橋諄一・徳本鎭編『新版・注釈民法（６）・物権（１）』（有斐閣、平９） 
・ 舟橋秀明「ドイツにおける不動産譲渡法に関する一考察 ―ドイツ民法成立以前のラン

ト法を中心に―」早稲田法学会誌 48・199（1998） 
・ 同「一九世紀におけるドイツ所有権譲渡理論について ―学説史的考察―」早稲田法学

会誌 50・243（2000） 
・ 法務大臣官房司法法制調査部監修『日本近代立法資料叢書 26』（商亊法務研究会、1986） 
・ 星野明一「コンピュータと登記」ジュリ 1117・110（1997） 
・ 星野英一『民法論集・第２巻』（有斐閣、昭 45） 
・ 同『民法概論Ⅱ・物権・担保物権』（良書普及会、昭 51） 
・ 同「日本民法の不動産物権変動制度 ―母法フランス法と対比しつつ」国民と司法書士

９（1980） 
・ 同『民法論集・第６巻』（有斐閣、昭 61） 
・ 槇悌次「ドイツにおける抵当債券制度の発展（一） ―抵当取引の組織化と担保の集

団化―」法学 17・４・441（1953） 
・ 同『不動産法』（有斐閣、昭 39） 
・ 同『担保物権法』（有斐閣、1981） 
・ 牧英正・藤原明久編『日本法制史』（青林書院、1993） 
・ 牧野英一『民法の基本問題・第四巻』（有斐閣、昭 11） 
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・ 松井宏興『抵当制度の基礎理論』（法律文化社、1997） 
・ 松尾弘「ローマ法における所有概念と所有物譲渡法の構造 ―所有権譲渡理論における

「意思主義」の歴史的および体系的理解に向けて（Ⅰ）―」横浜市立大学論叢（社会

科学系列）41・３・201（1990） 
・ 同「所有権譲渡の「意思主義」と「第三者」の善意・悪意（一・二・完）」一論 110・

１・159、111・１・91（1993～1994） 
・ 同「不動産譲渡法の形成過程における固有法と継受法の混交（１～３・完） ―所有権

譲渡理論における「意思主義」の歴史的および体系的理解に向けて（Ⅱ）―」横国３・

１・１、３・２・33、４・１・103（平６～７） 
・ 松岡久和「判例における背信的悪意者排除論の実相」奥田昌道編集代表『林良平先生

還暦記念論文集・現代私法学の課題と展望・中』（有斐閣、昭 57）65 頁以下 
・ 同「不動産所有権二重譲渡紛争について（一・二）・完」龍谷 16・４・65、17・１・

１（1984） 
・ 同「民法一七七条の第三者・再論 ―第三者の主体的資格と理論構成をめぐる最近の議

論」前田達明編集代表『奥田昌道先生還暦記念・民事法理論の諸問題・下巻』（成文堂、

平７）185 頁以下 
・ 満州帝国協和会地籍整理局分会発行『ヘーデマン土地法要綱』（厳松堂書店、昭 13） 
・ 水本浩「不動産物権変動における利益衡量」星野英一編集代表『私法学の新たな展開』

（有斐閣、昭 50）269 頁以下 
・ ミッタイス著・世良晃志郎・広中俊雄訳『ドイツ私法概説』（創文社、昭 36） 
・ ミッタイス＝リーベリッヒ著・世良晃志郎訳『ドイツ法制史概説』（創文社、1971） 
・ 宮城俊治「不動産登記法制定の由来について」民研 92・89（昭 39） 
・ 三宅正男「売買による所有権移転の考え方（１～13）」判時 996・３、999・３、1002・

８、1009・６、1012・８、1015・７、1019・９、1022・３、1026・10、1029・９、

1032・９、1036・７、1039・９（昭 56～57） 
・ 宮崎俊行「不動産物権二重譲渡の理論」法研 27・１・22（1954） 
・ 同「民法制定より神戸先生に至る物権変動論」法研 38・１・99（1965） 
・ 三和一博「民法一七七条の「第三者」の範囲と信義則の適用 ―いわゆる背信的悪意者

をめぐる判例・学説の検討―」東洋法学９・２＝３・32（1965） 
・ 「民法学の過去・現在・未来」研究会「物権変動論の最前線 ―不動産の二重譲渡問題

を中心に―」姫路 20・149（1996） 
・ 村上淳一・守矢健一･マルチュケ『ドイツ法入門［改訂第６版］』（有斐閣、2005） 
・ 村瀬鋹一「登記事務のコンピュータ化で何が変わるか」法セ 434・20（1991） 
・ 山田晟「土地債務の抽象性について（一～三・完）」法協 53・１・42、53・２・89、

53・３・16（昭 10） 
・ 同『ドイツ物権法・上巻』（弘文堂書房、昭 19） 
・ 同「立法論として所有者土地債務をみとめるべきか」法協 97・９・１（1980） 
・ 同『ドイツ法概論Ⅰ［第３版］』（有斐閣、1985） 
・ 同『ドイツ法概論Ⅱ［第３版］』（有斐閣、昭 62） 
・ 山中康雄「権利変動におけるいわゆる対抗要件（一・二・完）」法政 15・３＝４・41、
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16・３＝４・51（昭 23） 
・ 同「権利変動論」名法１・３・287（1952） 
・ 同「民法一七七条について」愛大 51＝52・１（昭 41） 
・ 山主政幸｢不動産物権公示制度の回顧と展望｣登研 62・４（昭 28） 
・ 山野目章夫・齋木賢二・松岡直武編『実務論点集・新不動産登記法』（金融財政事情研

究会、平 17） 
・ 山本進一「わが民法における物権行為の独自性と有因性（一）」法論 29・１・１（昭

30） 
・ 湯浅道男「物権変動論序説のための覚え書（一） ―背信的悪意者をめぐって―」愛学

18・１・１（昭 42） 
・ 同「背信的悪意者論」石田・西原・高木三先生還暦記念論文集刊行委員会編『石田喜

久夫・西原道雄・高木多喜男先生還暦記念論文集・上巻・不動産法の課題と展望』（日

本評論社、1990）77 頁以下 
・ 柚木馨・高木多喜男編『新版 注釈民法（９）』（有斐閣、平 10） 
・ 横田秀雄「物権契約ヲ論ス」法曹記事 22・11・１（1912） 
・ 横山美夏「不動産売買契約の「成立」と所有権の移転（一・二・完） ―フランスにお

ける売買の双務契約を手がかりとして―」早法 65・２・１、65・３・85（1989～1990） 
・ 同「競合する契約相互の優先関係（一～五・完）」法雑 42・４・914、43・４・607、
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